
選挙管理委員会 

 

１ 組  織 

(1) 委員会 

       委 員（４人）［任期：４年（R4.9.26～R8.9.25）］ 

委 員 長 馬 場  俊 彦 ２期目 

委 員 長 

職務代理者 
竹 間  昌 弘 ２期目 

委 員 曽 谷   義 孝 １期目 

委 員 新 井   隆 １期目 

 

※補充員（４人）［任期：４年（R4.9.26～R8.9.25）］ 

補充員 (1) 田 中  稔 

補充員 (2) 青 山  敏 惠 

補充員 (3) 白 井   一 郎 

補充員 (4) 吉 岡  誠 

    

(2) 事務局 

  ア 専任職員  ４人 

        課長、副課長(1)、係長(1)、事務職員(1) 

  イ 併任職員  １１人 

     （ア）行政委員会事務局内所属職員 

  事務局長 

    （イ）行政委員会事務局外所属職員 

      危機管理課(1）、税務課(1)、文化スポーツ課(1)、農業創造課(1） 

子ども家庭課(1）、障害福祉課(1）、健康増進課(1）、都市政策課(1)、 

都市整備課(1）、教育総務課(1） 

 

２ 所管事務 

(1) 選挙の管理執行 

(2) 委員会の開催等 

(3) 選挙人名簿の作成 

(4) 選挙事務及び関係法令の研究 

(5) 常時啓発及び選挙時啓発･･･『明るい選挙の推進』 

(6) 検察審査員候補者予定者の選定及び当該名簿の調製 

(7)  裁判員候補者予定者の選定及び当該名簿の調製 

(8) 直接請求に係る署名簿等の処理 
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３ 所管事務の執行状況 

(1) 選挙の管理執行 

ア 兵庫県議会議員選挙（令和５年４月９日執行） 

（ア）投票結果 

当日有権者数（Ａ） 投票者数（Ｂ） 投票率（Ｂ/Ａ） 

８９，４４６ ３７，９６３ ４２．４４ 

 

（イ）期日前投票者数 

市役所 イオン三田ウッディタウン店 合 計 

７，１８０ ６，４２２ １３，６０２ 

 

（ウ）開票結果 

当

落

の

別 

候補者氏名 得 票 数 年齢 党 派 

新

前

元

別 

職   業 

当 中田 英一 １０，９０６ ４１ 立憲民主党 現 
兵庫県議会議

員 

当 白井 かずや １０，０１２ ４７ 自由民主党 新 
白井石材店従

業員 

 小山 ひろひさ ９，６１７ ５２ 日本維新の会 新 
丸市運輸株式

会社取締役 

 せきぐち 正人 ７，０８２ ６５ 無所属 現 
兵庫県議会議

員 

法 定 得 票 数 ４，７０２．１２５ 供託物没収点 １，８８０．８５ 

 

 

イ 三田市長選挙（令和５年７月２３日執行） 

（ア）投票結果 

当日有権者数（Ａ） 投票者数（Ｂ） 投票率（Ｂ/Ａ） 

８９，５５８ ３８，１５３ ４２．６０ 

 

（イ）期日前投票者数 

市役所 イオン三田ウッディタウン店 合 計 

６，８５１ ７，０４０ １３，８９１ 
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（ウ）開票結果 

当

落

の

別 

候補者氏名 得票数 年齢 党 派 

新

前

元

別 

職  業 

当 田村 かつや １４，７７４ ５７ 無所属 新 無職 

 森 てつお １３，７６１ ７１ 無所属 現 三田市長 

 長谷川 よしき ６，５４１ ７２ 無所属 新 無職 

 たみや けんじ ２，４３９ ５３ 無所属 新 無職 

法定得票数 ９,３７８．７５ 供託物没収点 ３,７５１．５０ 

 

 

ウ 三田市議会議員補欠選挙（令和５年７月２３日執行） 

（ア）投票結果 

当日有権者数（Ａ） 投票者数（Ｂ） 投票率（Ｂ/Ａ） 

８９，５５８ ３８，１２３ ４２．５７ 

 

（イ）期日前投票者数 

市役所 イオン三田ウッディタウン店 合計 

６，８４７ ７，０３３ １３，８８０ 

 

（ウ）開票結果 

当落

の別 
候補者氏名 得票数 年齢 党 派 

新

前

元

別 

職  業 

当 福本 愛 １３，２５３ ３４ 日本維新の会 新 
日本維新の会三

田市政対策委員 

当 せきぐち 正人 １２，３８５ ６５ 無所属 元 無職 

 三谷 よしお ８，０４０ ３６ 自由民主党 元 無職 

 なす 俊男 ２，７５７ ５７ 無所属 新 日本行政新聞記者 

法定得票数 ４１４．０３４ 供託物没収点 １６５．６１３ 
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(2) 委員会の開催等 

    委員会の開催   開催回数１７回（令和５年４月～令和６年３月） 

 

(3) 選挙人名簿の作成 

   ア 定時登録   年４回 

               令和５年 ６月１日  ９０，８３２人 

               令和５年 ９月１日  ９０，４５１人 

               令和５年１２月１日  ９０，２９３人 

               令和６年 ３月１日    ９０，０３５人 

 

    イ 選挙時登録（選挙時に登録） 

（ア）三田市長選挙・三田市議会議員補欠選挙 

   令和５年 ７月１５日  ９１，１０８人 

    ウ 登録の抹消 （毎月：定例委員会で抹消） 

 

(4) 選挙事務及び関係法令の研究 

   ア 選挙事務の研究 

   イ  各種連合会等への加入  

全国市区選挙管理委員会連合会、近畿都市選挙管理委員会連合会、兵庫

県都市選挙管理委員会連合会、阪神７市１町明るい選挙推進協議会連合会 

   ウ  研究会や研修会等への参加 参加回数：９回 

 

(5) 常時啓発及び選挙時啓発･･･『明るい選挙の推進』 

      ア  組織 

(ア)  明るい選挙推進協議会（昭和３２年７月より） 

        明るい選挙の推進に関し、市民を代表して啓発活動の方法等を協議し、 

            活動の積極的な推進を図る。   ［三田市明るい選挙推進協議会規約］ 

              委員数は３９人(明るい選挙の推進活動に賛同する市内の各種団体及

び機関から推薦された者並びに選挙啓発に関心のあ

る市民) 

        (イ)  阪神 7 市 1 町明るい選挙推進協議会連合会（昭和４７年７月より） 

              構成市町選挙管理委員会が行う選挙啓発活動に協力して、相互の連携

を図るとともに、啓発事業を共同で行うことにより、明るい選挙の推進

に資する。 

          ［阪神７市１町明るい選挙推進協議会連合会規約］ 
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イ  啓発の内容 

 事業名 事業内容等 実施月日 

１ 明 推 協 運 営

事業 

総会 

(1)令和４年度啓発事業実績報告について 

(2)令和５年度啓発事業実施計画について 

(3)三田市長及び三田市議会議員補欠選挙

の啓発計画(案)について 

開催場所：市役所本庁舎302会議室 

6/6 

役員会（幹事会） 

開催場所：市役所本庁舎 行政委員室 

4/27、10/6(書

面)、2/3 

２ 啓 発 ポ ス タ

ー 募 集 展 示

事業 

応募作品数：72点（小学校12点、中学校60点） 

展示場所：総合福祉保健センター1階ギャラリー 

展示期間：1月5日(金)から1月14日(日)まで 

募集期間 

6/1～9/8 

審査 9/14 

３ 地 域 別 講 演

会事業 

「岸田政権と次期衆院選の行方」 

講師：朝日新聞社大阪本社ネットワーク報道本

部次長 池尻 和生氏 

開催場所：市役所本庁舎302会議室 

2/3 

 

 

 

４ 

 

若 年 層 啓 発

事業 

18歳の新有権者（約900人）に対し、名簿登録

時に（6・9・12・3月）バースデーカード及び

啓発冊子を配布した。 

年間 

「二十歳を祝う会」の参加者に、啓発チラシ

（約900部）を配布 

二十歳を祝う

会 1/7 

主 権 者 教 育

の推進 

【記載台と投票箱の貸出し】 

兵庫県立高等特別支援学校、上野ケ原特別

支援学校、ひまわり特別支援学校、有馬高等

学校(定時制)、三田学園高等学校 

【出前講座・模擬投票】 

兵庫県立三田祥雲館高等学校 

兵庫県立高等特別支援学校 

 

 

 

 

 

3/8 

3/13 

５ 阪 神 ７ 市 １

町 明 る い 選

挙 推 進 協 議

会 連 合 会 事

業への参加 

企画委員会 開催場所：宝塚市役所  5/23 

総会    開催場所：宝塚市役所  6/6 

啓発担当職員研修会（主管者会議） 

開催場所：宝塚市役所 

1/31 

６ 他機関が実施

する研修会等

への参加 

地域コミュニティフォーラム（近畿ブロック） 

開催場所：和歌山県JAビル(和歌山市)  

10/3 

７ 

 

広報誌等によ

る啓発 

市ホームページへの啓発記事掲載 年間随時 

市広報誌による啓発 年間随時 
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８ そ の 他 啓 発

事業 

明るい選挙推進協会広報誌「Voters」の配付 年６回  

９ 選 挙 時 啓 発

事業 

兵庫県議会議員選挙（令和5年4月9日執行） 

三田市長選挙・三田市議会議員補欠選挙 

(令和5年7月23日執行） 

 

①  兵庫県議会議員選挙及び三田市長選挙・三

田市議会議員補欠選挙を広く市民に周知

するため、選挙啓発機関紙「めいすいだよ

り」を発行した。 

3/22（県議） 

7/1

（市長・市議補） 

②  街頭啓発活動（啓発物資配布）三田駅前ペ

デストリアンデッキでの啓発物資配布 

4/3（県議） 

7/18（市長・市議補） 

 

(6) 検察審査員候補者予定者の選定及び当該名簿の調製 

      ア 検察審査会 

選挙権を有する国民の中から選ばれた１１人の検察審査員が、一般国民を

代表して、検察官が事件を起訴しなかったこと（不起訴処分）の善し悪しを

審査することを主な仕事とする。 

イ 検察審査員候補者予定者の選定 

選挙人名簿から、くじ（名簿調製プログラムを利用したコンピュータ上の

無作為抽出）により、割当員数分の検査審査員候補者予定者を選定し、当該

名簿を調製した後、検察審査会事務局へデータ提出する。 

※令和５年度は神戸第一、第二検察審査会ともに三田市の割当員数は１４

人ずつ 

 

(7)  裁判員候補者予定者の選定及び当該名簿の調製 

ア 裁判員制度 

  国民から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加する制度であり、６人の裁判

員と３人の裁判官が、ともに刑事裁判に立会い、被告人が有罪か無罪か、

有罪の場合どのような刑にするかを判断するものである。裁判員候補者名

簿は各地方裁判所が作成することになるが、管内の市町村の選挙管理委員

会がくじで選んだ候補者予定者名簿が元となっている。 

イ 裁判員候補者予定者の選定 

選挙人名簿から、くじ（名簿調製プログラムを利用したコンピュータ上

の無作為抽出）により割当員数分の裁判員候補者予定者を選定し、当該名

簿を調製した後、神戸地方裁判所へデータ提出する。 

※令和５年度の三田市の割当員数は１３０人 

 

(8)  直接請求に係る署名簿等の処理 

       ア 直接請求の制度 
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条例の制定及び改廃の請求、監査の請求、議会の解散請求、議会議員及び

長の解職請求等の請求を、署名簿を添えて行政機関へ行う。 

       イ  選挙管理委員会の事務 

        （ア） 署名簿の審査及び効力の証明 

       （イ） 告示、縦覧、署名簿の返付 

       ウ  令和５年度直接請求（１件） 

(ア） 条例制定請求 

「三田市民病院の廃止及び神戸市北区における新病院の設置につ

いての住民投票に関する条例の制定について」 

    （イ） 署名簿の証明結果 

        署 名 総 数 ７，６７５人 

        有 効 数 ６，９４８人、無 効 数 ７２７人 

        法定署名数 １，８１７人（選挙人名簿登録者数の 50 分の１の数） 
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公平委員会事務局 

 

１ 委員数 

  委員長 １人 

  委 員 ２人 

 

２ 公平委員会に係る審査・処理等の状況 

 (1) 勤務条件に関する措置の要求（地方公務員法第８条第２項第１号） 

   要求件数０件、処理件数０件 

 

 (2) 不利益処分についての審査請求（地方公務員法第８条第２項第２号） 

   請求件数０件、処理件数０件 

 

 (3) 職員からの苦情相談の処理（地方公務員法第８条第２項第３号） 

   ３件 

 

 (4) その他、法律に基づき公平委員会の権限とされている事務 

職員団体登録申請及び同記載事項変更届出（地方公務員法第８条第２項第４

号） 

３件 

 

３ 公平委員会事務の研究 

 ・兵庫県公平委員会連合会総会・事務研究会 

 ・兵庫県公平委員会連合会事務研究会 

 ・全国公平委員会連合会近畿支部特別研究会・事務研究会（動画配信） 

・東部ブロック公平委員会事務担当者研究会 

・東部ブロック公平委員会連絡協議会 
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監査委員事務局 

 

１ 委員数 

   監査委員 ２人 

 

２ 監査委員による監査・検査・審査の状況 

 (1) 定期監査［区分：財務事務等監査］（地方自治法第１９９条第１項及び第４

項） 

ア 総合政策部（政策課、秘書広報課、若者のまちづくり課、スマートシティ推

進課、デジタル戦略課、アウトドア交流推進課、地域医療推進課）、子ども・

未来部（すくすく子育て課、子ども家庭課、健やか育成課、保育振興課、幼児

教育振興課） 

  ［実施時期］令和５年４月～令和５年９月 

  イ 経営管理部（総務課、人事課、危機管理課、財政課、公共施設マネジメント

推進課、契約検査課、税務課、収納対策課）、まちの再生部（環境創造課、里

山のまちづくり課、クリーンセンター） 

    ［実施時期］令和５年１０月～令和６年２月 

  ウ 地域共創部（協働推進課、文化スポーツ課、市民課、まちのブランド観光課、

産業政策課、農業創造課、農村再生課）、選挙管理委員会事務局、公平委員会

事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局、農業委員会事務局 

    ［実施時期］令和５年１０月～令和６年３月 

 

 (2) 財政援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項） 

ア 補助金関係 

三田市人権を考える会運営費補助金に係る補助事業者に対する主として令和４

年度の財政援助に係る出納その他の事務の執行及びこれに対する財政援助に係る

部署（共生社会部福祉共生室人権共生推進課） 

    ［実施時期］令和５年５月～令和５年１０月 

  イ 公の施設の指定管理者関係 

    公の施設の指定管理者に対する主として令和４年度の指定管理業務に係る出納そ

の他の事務の執行及びこれに対する指定管理業務に係る部署 

   (ｱ) 三田市聖苑 

指定管理者：さんだ斎苑管理グループ 

（代表団体：イージス・グループ有限責任事業組合） 

（まちの再生部ゼロカーボンシティ推進室環境創造課） 

[実施時期] 令和５年１０月～令和６年２月 

   (ｲ) 三田市総合文化センター 

指定管理者：ＪＴＢコミュニケーションデザイングループ 

（代表団体：株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン） 
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（地域共創部市民協働室文化スポーツ課） 

[実施時期] 令和５年１０月～令和６年３月 

 

 (3) 内部統制評価報告書審査（地方自治法第１５０条第５項） 

  ア 令和４年度 三田市内部統制評価報告書 

    [実施時期]令和５年６月～令和５年８月 

 

 (4) 例月現金出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項） 

  ア 一般会計、特別会計（国民健康保険事業、公営墓地整備事業、駐車場事業、

介護保険事業、後期高齢者医療事業）、公営企業会計（水道事業、下水道事業、

市民病院事業）及び三輪財産区一般会計に係る現金出納 

    ［実施時期］原則として出納月の翌々月の２０日～月末日までの間に実施 

 

 (5) 決算審査（地方自治法第２３３条第２項、地方公営企業法第３０条第２項） 

  ア 一般会計、特別会計（国民健康保険事業、公営墓地整備事業、駐車場事業、

介護保険事業、後期高齢者医療事業） 

    ［実施期間］令和５年６月～令和５年８月 

  イ 公営企業会計（水道事業、下水道事業、市民病院事業） 

    ［実施期間］令和５年５月～令和５年８月 

  ウ 三輪財産区一般会計 

    ［実施期間］令和５年６月～令和５年８月 

 

 (6) 財政健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条

第１項及び第２２条第１項） 

  ア 健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来

負担比率）、資金不足比率 

    ［実施期間］令和５年６月～令和５年８月 

 

３ 監査委員事務の研究 

 ・兵庫県都市監査事務局長会（書面開催） 

 ・兵庫県都市監査委員会（書面開催） 

 ・近畿地区都市監査委員会総会・研修会（書面開催、動画配信） 

 ・第１回東部ブロック監査事務研究会（書面開催） 

 ・第２回東部ブロック監査事務研究会 
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固定資産評価審査委員会事務局 

 

１ 委員数  

   委員長 １人 

   委員  ２人 

 

２ 固定資産評価審査申出の処理状況 

 

 (1) 令和４年度分 

                                （ ）は人数 

 

区 分 申 出 件 数      

決 定 件 数 

取 下 件 数      未決定件数 

 

却 下 棄 却 認 容 

土 地 １（１） －（－） －（－） 
１（１） 

※一部認容 
－（－） －（－） 

家 屋 －（－） －（－） －（－） －（－） －（－） －（－） 

合 計 １（１） －（－） －（－） 
１（１） 

※一部認容 
－（－） －（－） 

 

 (2) 令和５年度分 

                                （ ）は人数 

 

区 分 申 出 件 数      

決 定 件 数 

取 下 件 数      未決定件数 

 

却 下 棄 却  認 容 

土 地 －（－） －（－） －（－） －（－） －（－） －（－） 

家 屋 －（－） －（－） －（－） －（－） －（－） －（－） 

合 計 －（－） －（－） －（－） －（－） －（－） －（－） 

 

 

３ 固定資産評価審査委員会事務の研究 

  ・固定資産評価審査委員会運営研修会（オンライン開催） 

  ・阪神９市固定資産評価審査委員会連絡協議会 
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農業委員会    

 

１ 組織  

⑴   農業委員会委員  

区       分 定数  現員  任      期  

農業委員  １３  １３  農業委員  

令和５年３月２６日から  

農地利用最適化推進委員  

令和５年３月３０日から  

いずれも  

令和８年３月２５日まで  

 （うち認定農業者）   （５）  

 （うち認定農業者に準ずる者）  （０）  

 （うち中立委員）   （１）  

農地利用最適化推進委員  １１  １１  

合計  ２４  ２４  

会長（１）、会長職務代理（１）  

⑵   事務局 

   事務局長（併任）、事務局課長（専任）、係長（２：専任、１：併任）、会計年度任

用職員（２） 

 

２ 農業委員会等会議開催状況 

⑴   定例総会             １２回 

⑵   現地調査（農地転用等）      １２回 

⑶   農地利用最適化推進会議      １２回 

⑷   その他（研修、地域計画等）    ７回 

 

３ 農業委員会部会の設置 

⑴   総務・企画部会 

⑵   農地問題対策部会 

⑶   地域計画・利用集積集約推進部会 

⑷   新規参入促進部会 

 

４ 農業委員会業務の概要  

⑴   各種申請等は毎月５日締切り、同月の定例総会に提案 

 ⑵ 定例総会は毎月２０日前後に開催 

 ⑶ 転用申請及び非農地証明願出地は調査委員（４名）により定例総会前に現地調査 

  ⑷ 農地法第３条申請の内、新規就農の申請者には、ヒアリングを実施 

  ⑸ 各届出・願出は随時受付、２週間以内に受理通知・証明書を交付 

  ⑹ 農地相談は毎月第２火曜日を農地相談日として、委員４名が相談対応 

併せて、各委員・推進委員の自宅に「農地相談連絡所」を設置 

  ⑺ 農地紛争に係る和解の仲介 

  ⑻ 農地利用の最適化推進 

 ⑼ その他各種事業関連業務 

   ア 農地の相続税・贈与税、不動産取得税の納税猶予に係る業務 
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 ⑽ 諸証明事務 

 ⑾ 農業者年金事務 

   ア 加入状況    

加入種別 通常加入 政策支援加入 計 

加入者数 ２０人 ０人 ２０人 

   イ 年金受給者の状況 

受給年金種別 移譲年金

併給含む 

老齢年金

のみ 

計 

受 給 者 数 

（延べ人数） 
２６人 ３７人 ６３人 

 ⑿ 農地台帳の整備 

 ⒀ 農地の賃借料情報の提供 

 ⒁ 遊休農地の指導等 

 ⒂ 相続等による権利取得の届出受理 

 

５ 農地利用状況調査と農地利用意向調査  

  市内全域の農地の利用状況調査（夏季・冬季農地パトロール）を実施し、遊休農地の

場合は農地利用意向調査を実施  

⑴   年度別遊休農地の推移 

(単位:筆・㎡) 

 年度当初遊休 

農地(ｱ) 

新規発生・再発

遊休農地(ｲ) 

解消遊休農地 

(ｳ) 

再生利用が困

難な農地(ｴ) 

年度末遊休 

農地(ｱ+ｲ-ｳ-ｴ) 

筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 筆数 面積 

令和 

3 年度 
417 317,884 22 26,997 135 92,780 128 102,269 176 149,832 

令和 

4 年度 
176 149,832 36 36,702 46 50,829 46 23,836 120 111,869 

令和 

5 年度 
120 111,869 40 52,035 46 43,816 15 10,625 99 109,463 

 

６ 地域計画策定に係る目標地図（素案）等の作成 

  今後の農業や地域の農地利用の姿を明確にする「地域計画」の策定に向け「今後の農地利

用等の意向に関するアンケート調査」を行い現況地図及び目標地図素案を作成 

⑴   調査対象 

農地所有者及び耕作者（市街化調整区域内）  ３，０４４人 

⑵   調査結果 

回答者数  ２，１４４人（１，５５５人） 

回答率    ７０．４％ （７８．３％） 

※（ ）内は市内耕作者・農地所有者 

⑶   現況地図及び目標地図素案 
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８８地域の現況地図（所有者・耕作者・年齢別・意向・後継者区分図）及び総括図（目

標地図素案）を作成 

 

７ 農地関係取扱件数 

事    務    事    業    名 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

⑴   農業委員会の専属的権限に属する事務 ２５３ ２０３ １５８ 

 ア 農地法による事務 ２２４ １７７ １３９ 

 (ｱ) 農地等の所有権移転、賃貸借権等の設定若しくは

移転の許可（農地法第３条） 
３０ ２２ ３５ 

(ｲ) 相続等による農地の権利取得の届出の受理及びあ

っせん等（農地法第３条の３） 
３６ ２１ ２５ 

(ｳ) 農地転用について知事に係る申請書の受理・送

付・意見書の添付、並びに市街化等農地転用に係る

届出書の受理・受理通知書の交付又は不受理の通知     

（農地法第４条） 

１３ ９ ９ 

(ｴ) 農地転用のための権利設定又は移転についての知

事許可に係る申請書の受理・送付・意見書の添付、

並びに市街化区域農地転用のための権利設定又は

移転に係る届出書の受理・受理通知書の交付又は不

受理の通知（農地法第５条） 

８ １５ １２ 

(ｵ) 農地等の賃貸借の解約等につき、県許可に係る申

請書の受理・送付・意見書の添付、並びに許可不要

に係る通知書の受理（農地法第１８条等） 

５１ ３２ ２９ 

(ｶ) 遊休農地の所有者等の対する是正指導・勧告・利

用状況調査等 (農地法第３２条等) 
８６ ７８ ２９ 

 イ 農業経営基盤強化促進法による事務 １２ １２ １２ 

 

(ｱ) 市が農業経営基盤強化促進基本構想を定め又は変

更するときの意見具申（基盤強化法第６条第５項） 
   

(ｲ) 市が農用地利用集積円滑化規程を承認・変更・廃

止しようとする場合の決定 

（基盤強化法第１１条の９） 

   

(ｳ) 市が農地利用集積計画を定める場合の決定 

  （基盤強化法第１８条第１項） 
１２ １２ １２ 

(ｴ) 市が農地利用規程の認定又は変更をしようとする

ときの意見具申（基盤強化法施行規則第２条） 
   

 ウ 市民農園整備促進法による事務    

 

(ｱ) 市が市民農園区域を指定する場合の決定 

  （市民農園法第４条第１項） 
   

(ｲ) 市が市民農園の開設の認定を行う場合の決定等 

  （市民農園法第７条第３項） 
   

 エ 特定農地貸付法による事務 １   

 
(ｱ) 特定農地貸付の承認 

  （特定農地貸付法第３条第１項） 
１   

 オ 農業振興地域の整備に関する法律による事務 １ １ １ 

 
(ｱ) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に係る意見

具申（農振法施行規則第３条の２） 
１ １ １ 
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事    務    事    業    名  R3 年度 R4 年度 R5 年度 

 カ 土地改良法による事務  １    

 

(ｱ) 土地改良区が定め若しくは変更する換地計画書の県

知事への認可申請に際しての同意又は意見具申  

 （改良法５２条の８、５２条の２第３、５３条の４第

２）  

１    

キ 租税特別措置法等による事務  ８  ７  ２  

 

(ｱ) 農地等について、一括贈与又は相続を受けた者が、

納税猶予を受けようとする場合、その者が適格者で

ある旨の証明書の交付並びに農地利用状況等の税

務署長への通知等（特措法第７０条の４、７０条の

６）  

８  ７  ２  

ク その他の事務 ６ ６ ４ 

⑵   専属的権限でない所掌事務 １２ １２ １２ 

 ア 農地等の交換分合の斡旋、その他農事事情の改善に関

する事項（農地相談） 
１２ １２ １２ 

イ 農業経営の合理化及び生活改善に関する事項    

 ウ 農業生産農業経営及び農業者の生活に関する調査研

究  

   

 エ 農業及び農業者に関する事項についての啓発及び宣

伝  

   

⑶   意見の公表、建議諮問に対する答申 １   

⑷   その他各種事業関係事務 １６７ １５０ １３３ 

 ア 諸証明事務 ８９ ８６ ７４ 

  (ｱ) 都市計画法による農家証明（６０条証明） １４ ５ ５ 

  (ｲ)  民事執行法による買受適格証明    

  (ｳ) 地方税法による免税軽油に係る耕作証明 ９ ２５ ２３ 

  (ｴ) 管外の３条申請に係る耕作証明  ２ ５ 

  (ｵ) 農振法に係る耕作証明 ５ ６ ４ 

  (ｶ)  その他耕作証明 ２６ １８ １９ 

  (ｷ) 非農地証明 ３５ ２９ １７ 

  (ｸ) 受理証明他  １ １ 

  (ｹ) 小作地証明    

  (ｺ) その他証明    

 イ 農業者年金事務 ７８ ６４ ５９ 

  (ｱ) 現況届進達事務 ６４ ５５ ５３ 

  (ｲ) 経営移譲年金裁定請求    

  (ｳ) 老齢年金裁定請求 １   

  (ｴ) その他届出 １３ ９ ６ 

  (ｵ) 受給該当者説明会開催等    
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（令和6年4月1日現在）

危機管理部 危機管理課 避難行動支援センター
総合政策部 政策課

秘書課
広報広聴課 広報係、市民の声係
移住定住促進課
公民連携推進課

　地域医療推進担当 地域医療推進課
総務部 総務課 行政係、管財・広告係

人事課
ＤＸ推進課 スマートシティ推進係、デジタル推進係
契約検査課

財務部 財政課
公共施設マネジメント推進課
税務課 税務管理係、市民税係、資産税係
収納対策課
協働推進課 各市民センター(8)、まちづくり協働センター、消費生活センター
文化スポーツ課
市民課 証明登録係、戸籍係
環境政策課 環境サポートセンター
クリーンセンター

産業振興部 まちのブランド観光課
産業政策課
農業振興課
農村整備課 農村振興係、農業土木係
里山保全課
子ども政策課 子育て世代包括支援センター、多世代交流館
子ども家庭課
子ども育成課 青少年育成センター
保育振興課
幼児教育振興課
地域福祉課
人権共生推進課
生活福祉課 生活支援係、市営住宅係
障害福祉課
介護保険課　 資格管理係、認定給付係
高齢者支援課 高齢者活躍支援係、高齢者福祉係
健康増進課　
国保医療課 資格収納係、給付係
都市政策課
交通政策課 交通企画係、交通調整係
審査指導課 建築指導係、建築審査係、開発指導係
道路河川課 管理係、建設係
用地対策課
公園みどり課 花とみどり係、施設係
都市整備課 都市整備係、市街地再開発係
会計課
上水道課 業務係、工務係
下水道課 業務係、整備係、管理係
浄水施設課
総務課 庶務係、管理係

　指令共同担当 警防課 警防・救助係、指令係

救急課 救急係
予防課 予防係、危険物係

消防署
警防・救助第１係、警防・救助第２係、救急第１係、救急第２係、庶
務第１係、庶務第２係、予防第1係、予防第2係、救助隊

西分署 当務第１係、当務第２係
東分署 当務第１係、当務第２係

診療部 （診療科）

内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、小児科、外科、消化器外
科、整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人
科、眼科、耳鼻いんこう科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線
科、病理診断科

（センター・室）
心臓センター、内視鏡センター、関節センター、化学療法室、中央手
術･滅菌材料室

診療技術部 （診療技術科）
薬剤科、放射線科、臨床検査科、リハビリテーション科、栄養科、臨
床工学科

看護部 看護課
事務局 総務課 総務係、管理係

医事企画課 企画係、外来係、入院係
地域医療連携室（地域連携･退院支援）
医療安全管理室

議会事務局 議事総務課 議事係、庶務係
教育総務課　

　学校再編担当 学校再編課
学校教育課 あすなろ教室
教育支援課
教育研修所 ＩＣＴ運営支援センター
学校給食課 ゆりのき台給食センター、清水山給食センター

事務局

事務局

事務局

事務局

事務局

上下水道部

市長部局（会計課、消防本部を除き、上下水道部を含む）　１０部４８課、　教育委員会１部６課

消防本部

市
民
病
院

学校教育部

都市整備部

 [会計管理者]

令和６年度 三田市組織図

市民生活部

健康福祉部

子ども・未来部

市

長

議会

副
市
長

農業委員会

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員

固定資産評価
審査委員会

副
院
長

(総合事務局)

院
長

教育長

教育委員会

病
院
事
業
管
理
者
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